
副会長・篠木公代

北千住から富士山の夕焼けを見る。東京から見えるのは１年間で 95日程度。11月から 3月が多く見られる。

半世紀前の７倍も見えるようになったとか。いつどこから見ても、日本一。
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今年度も新型コロナウイルス

の影響により、各種の事業が中

止になるなど、組合運営に様々

な支障をもたらしてきていま

す。さらに世界的にも懸念され

るウクライナ情勢がますます深

刻になってきおり、我が日本に

も多大な悪影響をもたらしてき

ております。

足立税務署をはじめ東京都足立都税事務所及び足立区の

税務機関にはこのような状況下にも関わらず多大なご支援

をいただき厚く御礼申し上げます。

第 66回定時総会は、昨年同様感染防止対策の為、資料送

付による書面決議となり、会員の皆様の深いご理解とご協

力により提出された議案すべて承認可決されました。

令和３年度の事業として、税務強力６団体とともにキャッ

シュレス納付共同推進宣言を行いました。国税の納付は、

金融機関や税務署等の窓口に行かなくても可能で、非対面

の「キャッシュレス納付」が大変便利です、当組合としても、

広報を行うとともに、キャッシュレス納付の利用推進を行っ

てまいります。

さらに、国税庁では、規制改革実施計画を受け、あらゆ

る税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指していま

す。一部証明書の交付は、パソコンからオンラインで請求

することができるようになりました。当組合の税理士部会か

らも積極的に推進していきます。

また、中学生の ｢税についての作文｣ 募集活動については、

次代を担う中学生の納税道義の高揚を目的とした非常に重

要な事業であり、管内１８校の中学校の協力を賜り多数の

応募を頂き、関係の皆様には深く感謝申し上げます。

今事業年度は、さらに税知識の普及と納税思想の高揚に

務め並びに納連のＰＲの広報活動を行う予定です。広報事

業である「納連だより」については、例年通り年２回の発

行となっています。

更に、振替納税の一層の拡充と国税電子申告・納税（e-Tax）

の普及並びに消費税滞納の未然防止活動を推進し、納税貯

蓄組合員の意識の向上と租税の自主納付の体制の確立、更

に広く区民各層に働きかけ、税についての良き理解者、協

力者の拡大に努めていきたいと存じます。

秋涼の候、足立納税貯蓄組合連
合会の皆様方におかれましては、
益々ご清栄のこととお慶び申し上
げます。

八木澤会長をはじめ、役員並び
に組合員の皆様方には、日頃から
税務行政の円滑な運営に対しまし
て、深いご理解と多大なるご協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。

足立納税貯蓄組合連合会の皆様
方には、税務行政の根幹の一つであります期限内納税の推
進に積極的に取り組んでいただき、特に金融機関と連携を
図り、他の模範となるべき消費税積立預金等の商品化等に
より、滞納未然防止に多大な貢献をいただいております。

また、中学生の「税についての作文」募集事業につきま
しては、次代を担う中学生の納税道義の高揚を目的とした
非常に重要な事業であり、皆様方の租税教育に対する熱心
な取組により、昨年度も足立税務署管内１８の中学校から
多数の応募があり、今後においても、皆様方と力を合わせ
て作文募集事業の拡大に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。

そして、昨年は、キャッシュレス納付の一層の普及に向
けて、貴連合会におかれましても、キャッシュレス納付共
同推進宣言をしていただきました。国税の納付は、金融機
関や税務署等の窓口に行く必要がない、非対面の「キャッ
シュレス納付」が大変便利になっておりますので、当署と
いたしましても、さまざまな機会をとらえ、引き続き周知、
広報を行うとともに、貴連合会と緊密に連携し、キャッシュ
レス納付の利用推進を行ってまいります。

さて、国税庁では、規制改革実施計画を受け、あらゆる
税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指していま
す。令和３年７月より導入されました納税証明書交付請求
の新サービス「オンライン請求 (PDF)」は、税務署に出向
くことなく、お手持ちのパソコンからオンライン請求を行
うことで、オフィスや自宅等のプリンタから書面の納税証
明書の取得が可能となっております。一時に大量の納税証
明書を請求される方や、定期的に納税証明書を請求される
方にとって、大変利便性の高いものとなっておりますので、
こちらにつきましても、まずは、ひとりでも多くの納税者
の方々に認識していただき、ご利用していただくことを目
標に務めてまいります。

貴連合会におかれましても、会員の皆様に対し、広く周
知・広報にご協力いただくようお願いいたします。

最後になりますが、足立納税貯蓄組合連合会の益々のご
発展と役員並びに会員の皆様方のご健勝、ご事業のご繁栄
を心より祈念いたしまして、着任の挨拶とさせていただき
ます。

足立税務署長    松井 史浩 
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仲秋の候、足立納税貯蓄組合
連合会の組合員の皆様におかれ
ましては、益々ご清栄のことと
お喜び申し上げます。

本年４月に東京都足立都税事
務所に着任いたしました髙野で
ございます。どうぞよろしくお
願いいたします。

八木澤会長をはじめ、役員並び
に組合員の皆様には、日頃より東

京都の税務行政に格別のご支援とご協力を賜りまして、誠
にありがとうございます。

皆様には、納税貯蓄組合活動を通じて、口座振替制度等
納期内納税の推進をはじめ、広報、イベント等の開催によ
る納税意識の啓発、更には「税についての作文」を通じた
租税教育の推進など、東京都の税務行政に多大なご協力を
賜っているところでございます。この場をお借りして厚く
御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルスは、感染力の強い変異株にそ
の形を変えながら猛威を振るっており、第７波の流行が継
続し今なお収束には至っておりません。また、ウクライナ
危機の影響や円安の進行に伴う物価高騰等、都民生活や事
業を取り巻く環境も一層厳しさを増しております。

直面するこれらの困難を乗り越えるため、都は中小企業
者等への支援や生活への支援など東京都の経済・都民生活
を守る取組や、更なる省エネ・再エネ等に向けて事業者及
び家庭向けの支援を推進して参ります。また、新型コロナ
ウイルス感染症対策では、受入医療機関の拡充やワクチン
接種の促進、高齢者施設等への集中検査の実施など、医療
提供体制の強化・充実と感染の収束へ向けた取組を進めて
いるところでございます。さらに、ポスト・コロナを見据え、
デジタルの力で都政の仕事を大きく転換するいわゆる「都
政の構造改革」にも、引き続き取り組んで参ります。

これら様々な施策を財政面から支える礎はいうまでもな
く都税でございます。生活や事業を取り巻く環境が厳しい
状況にあっても、納税者の皆様が納得して税を納めていた
だけるよう、私ども都税事務所は今後も適正かつ公平な賦
課徴収と丁寧な説明に努めていく所存でございます。また、
納税のキャッシュレス化や申告・申請の電子化など税務行
政のデジタル化の推進により納税者の皆様の利便性の一層
の向上に努めて参ります。

こうした税務行政の推進にあたりましては、皆様の真摯
なお力添えが不可欠であります。今後とも、都の税務行政
の良き理解者として、一層のご支援、ご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

結びにあたり、足立納税貯蓄組合連合会の益々のご発展
と、組合員の皆様のご健勝、ご繁栄を心よりお祈り申し上
げ、着任のご挨拶といたします。

第第 6666回定時総会回定時総会
令和 3 年度事業経過報告
自令和 3 年４月１日

至令和 4 年３月３１日

足立納税貯蓄組合連合会は、 昭和 26 年に納税貯蓄組合法

が施行されてから、昭和 30 年の創設以来、 納税貯蓄組合の

基本目標である期限内完納の確立を目指してその活動を継

続して来ました。

本年度は、 納貯法施行 70 周年・東総連創立 6 5 周年の記

念すべき年であり、足立納税貯蓄組合連合会としては、 その

取り組みの中心は、 税知識の普及と納税思想の高揚を基調

に納期内納税の推進と口座振替制度の利用拡大であります

が、納貯組合創設時の基本目的である納税資金の備蓄等の

促進を図り、 主要事業である作文募集や、 広報活動事業の一

環の「あだち区民まつり」での振替勧奨や電子申告の利用

促進などの事業は コ ロナの影響により中止となり、計画通

りに実施す ることが出来ませんでした。

また、 昨年 12 月 22 日に実施した「中学生の一日税務署

長」については、 2 名の生徒さんが出席し署長任命式を行い、 

署内の各部署を見学して、 各部門の統括官より仕事の概要

について説明を受け、 後に懇談会を開催し意見の交換を行

いま した。

中学生の「税についての作文」募集活動につきましては、 

平成 2 0 年度より国税庁と全国納税貯蓄組合連合会との共

催となり、 毎年多くの応募がありますが、 今年度は 2, 224 編

の応募となりました。

次に、 重点事業である自主納付を推進するための活動に

ついては、 税理士会足立支部主催の区役所相談会場に於い

て役員が参加し、 振替勧奨の活動を行いました。

さらに、 納税道義の高揚並びに納連 PR のため、 例年実施

しています「あだ ち区民まつり」での活動は、 コ ロナの影

響により中止となり、 同様に 5 月に北千住駅頭にて広報活

動として都税の「振替推進キャンペーン」も中止となりま

した。

足立税務協力六団体協議会は、 12 月 9 日に足立税務署署

長の発案により、 キャシ ュレス宣言式を実施しました。

また、 青年部、 女性部の活動に関しても、 残念ながら昨年

と同様に行うことが出 来ませんでした。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、 不要不急の外出

や、 会合等を控えるように通達があり、 緊急役員会を開催し

協議した結果、 総会等の開催は中止し、 総会資 料と返信ハガ

キにて、 書面決議による総会とする事に決定致しました。

また令和 4 年度の賛助会費等については、後日改めてご

協力をお願い致しますので、何卒、 宜しくお願い申し上げます。

東京都足立都税事務所長   髙野 真理
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足立区納税貯蓄組合連合会 事業実績表

年 月 日 亭業名 坦当部門 事業内容 実施場所
3 4 15 納 連 会 計 監 査 会長 令和3年度会計監査 八木澤会計事務所

3 4 27 常 任 役 員 会 会長 作文打合せ 足立税務署

3 5 11 都税キ ャ ン ペーン 会長 北千住駅頭振替推進キャンペーン中止 北千住駅前

3 5 12 足 立 納 連 会長 第65回定時総会中止

3 5 13 東総連正副会長会 会長 今後の対応打合せ 上野精養軒

3 5 25 組 合 長 会 議 会長 中止 足立税務署

3 6 2 足 立 区教育長面談 会長 中学生作文協力のお願い 足立区役所

3 6 8 作 文 審 査 会 会長 足立区役所と審査打合せ 足立税務署

3 6 10 作 文 審 査 会 会長 資料配布 中学校19校

3 6 11 税務協力6団体協議会 会長 会計報告 足立税務署

3 6 17 東 総 連 総 会 会長 ミニ総会 上野精養軒

3 7 16 組 合 長 会 議 会長 今後の対応について 足立区役所

3 7 30 東総連正副会長会 会長 中学生作文、 今後の対応について 上野精養軒

3 8 2 税務協力6団体協議会 会長 コロナの対応について 足立税務署

3 8 11 中 学 校 作 文 会長 作文依頼 中学校19校

3 ， 21 作 文 審 査 会 会長 中学生作文審査会 足立税務署

3 ， 27 東総連 作 文 審 査 会 会長 " ” ” 上野精養軒

3 10 4 ＂ 会長 ” ＂ ” 上野精養軒

3 10 19 税務協力6団体協議会 会長 「税を考える週間」行事打合せ 足立税務署

3 10 28 作 文 表 コ早とヽ 式 会長 作文署長表彰中止 足立税務署

3 11 11 税務協力6団体協議会 会長 「税を考える週間」報告 足立税務署

3 11 12 東 総 連 会 議 会長 中学生作文審査会 上野精養軒

3 11 24 作 文 表 ユ早ヽ 式 会長 全体作文 表彰式中止 足立区役所区民ホール

3 12 2 正 副 会 長 会 会長 確定申告対応打合せ 足立税務署

3 12 3 作 文 表 土早9 会長 東総連会報を中学校へ配布 中学校19校

3 12 ， 税 務 協 力 6 団 体 会長 抒ッスレス宣言式 足立税務署

4 1 6 常 任 役 員 会 会長 新年あいさつ 足立税務署

4 1 11 新 年 挨 拶 廻 り 会長 足立税務署挨拶廻り 足立税務署

4 1 17 税務協力6団体協議会 会長 中止 足立税務署

4 2 1~4 確 定 申 告 工^こ 貝に
コ 足立区役所確定申告受付応援 足立区役所

4 3 1~15 ” 税理士部会確定申告振替納税勧奨 足立税務署

第第 6666回定時総会回定時総会（２）（２）

令和 3 年度事業経過報告
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足立区納税貯蓄組合連合会 事業実績表

年 月 日 亭業名 坦当部門 事業内容 実施場所
3 4 15 納 連 会 計 監 査 会長 令和3年度会計監査 八木澤会計事務所

3 4 27 常 任 役 員 会 会長 作文打合せ 足立税務署

3 5 11 都税キ ャ ン ペーン 会長 北千住駅頭振替推進キャンペーン中止 北千住駅前

3 5 12 足 立 納 連 会長 第65回定時総会中止

3 5 13 東総連正副会長会 会長 今後の対応打合せ 上野精養軒

3 5 25 組 合 長 会 議 会長 中止 足立税務署

3 6 2 足 立 区教育長面談 会長 中学生作文協力のお願い 足立区役所

3 6 8 作 文 審 査 会 会長 足立区役所と審査打合せ 足立税務署

3 6 10 作 文 審 査 会 会長 資料配布 中学校19校

3 6 11 税務協力6団体協議会 会長 会計報告 足立税務署

3 6 17 東 総 連 総 会 会長 ミニ総会 上野精養軒

3 7 16 組 合 長 会 議 会長 今後の対応について 足立区役所

3 7 30 東総連正副会長会 会長 中学生作文、 今後の対応について 上野精養軒

3 8 2 税務協力6団体協議会 会長 コロナの対応について 足立税務署

3 8 11 中 学 校 作 文 会長 作文依頼 中学校19校

3 ， 21 作 文 審 査 会 会長 中学生作文審査会 足立税務署

3 ， 27 東総連 作 文 審 査 会 会長 " ” ” 上野精養軒

3 10 4 ＂ 会長 ” ＂ ” 上野精養軒

3 10 19 税務協力6団体協議会 会長 「税を考える週間」行事打合せ 足立税務署

3 10 28 作 文 表 コ早とヽ 式 会長 作文署長表彰中止 足立税務署

3 11 11 税務協力6団体協議会 会長 「税を考える週間」報告 足立税務署

3 11 12 東 総 連 会 議 会長 中学生作文審査会 上野精養軒

3 11 24 作 文 表 ユ早ヽ 式 会長 全体作文 表彰式中止 足立区役所区民ホール

3 12 2 正 副 会 長 会 会長 確定申告対応打合せ 足立税務署

3 12 3 作 文 表 土早9 会長 東総連会報を中学校へ配布 中学校19校

3 12 ， 税 務 協 力 6 団 体 会長 抒ッスレス宣言式 足立税務署

4 1 6 常 任 役 員 会 会長 新年あいさつ 足立税務署

4 1 11 新 年 挨 拶 廻 り 会長 足立税務署挨拶廻り 足立税務署

4 1 17 税務協力6団体協議会 会長 中止 足立税務署

4 2 1~4 確 定 申 告 工^こ 貝に
コ 足立区役所確定申告受付応援 足立区役所

4 3 1~15 ” 税理士部会確定申告振替納税勧奨 足立税務署

令和 4年度事業計画報告
第第 6666回定時総会回定時総会（３）（３）

令和４年度事業計画
自　令和 3 年 4 月 1 日
至　令和 4 年 3 月 31 日
足立納税貯蓄組合連合会は、 基本目標である納期内完納

の確立を目指して、 納税道義の高揚を基調に納税資金の備
蓄と口座振替制度の利用拡大を主な活動の基本とする。

1、活動の重点
新型コロナウイルス感染症は、 世界中に深い爪痕を残

しながら拡大の一途をたどリ、 新たな変異株が出現する
など、 発生から丸三年を経った今日も収束の見通しは
立っていない。

今年の我が国並びに東京都の税収も、パンデミックと
不安定な国際清勢という未曽有の危機に直面する中で大
きな影響を受けることが予想される。

このような時期であればこそ、納税貯蓄組合にも、創
意工夫に基づいた活動が求められる。足立納税貯蓄組合
連合会は、 各協力団体とよリー層の連携を深めながら、 時
代の要請に応える新しい活動の在り方を考え、 取組みを
推進していく必要があると考える。

租税教育である中学生の「税についての作文」につい
ては、 最重点事業の一つに位置付づけ、 昨年度も新型コロ
ナ禍の中でも多くの応募を得るなど大きな成果を上げて
いる。

さらに、昨年度から各地域で取り組んでいるキャッシュ
レス納付は社会全体のデジタル化を通して、 国民や企業
の利便性向上を図る有意義な施策である。

令和 4 年度においては、 従来の口座振替納税制度を
利用した納付に加え、 ダイレクト納付やインターネット
バンキングからの納付、 クレジットカー ドによる納付、 
スマートフォンの決済アプリによる納付など、 多様な
キャッシュレス納付の普及 ・ 拡大に向けた PR 活動に積
極的に取リ組んでいく。

また、 こうした活動を幅広く展開していくためには、 組
織の再構築が不可欠との認識の下 に、 一昨年から「青年
部 ・ 女性部の情報連絡体制の整備」の一環として、 情報
連絡窓口を明確化などに取リ組んできた。本年度も次世
代を担う青年部・女性部の強化を意識した納税貯蓄組合
づくりを念頭に組織の強化を図っていく。

(1) 振替納税制度の普及拡大と各税の期限内完納の推進
(2) キャッシュレス納付の推進
(3) 正しい税知識の普及と納税思想の高揚
(4) 租税教育活動の推進
(5) 組織の活性化と財源基盤の確立
(6) 青年部、 女性部の増強と拡充
(7)e-Tax、 eLTAX 及び電子納税制度の普及推進

(8) 関係機関及び友誼団体との連携協調
2、具体的活動
(1) 振替納税制度の普及拡大と各税の期限内完納の推進
口座振替による期限内納付を図ることは、 正に納税貯

蓄組合の主体活動であり、 組合員はもとより広く納税者
に対し振替納税制度の普及拡大に努める。

また、 昨今の経済情勢を反映して、 国、 地方を問わず税
の滞納発生が異常な状態にあることから、 滞納になりや
すい消費税と自動車税を重点とした期限内納税の推進に
重点をおいた活動を展開しつつ、 個人住民税特別徴収制
度の周知のための広報活動も合わせて行う。

・確定申告期における「振替」コ ーナーヘの従事
・「あだち区民まつり」における広報
・都税の「振替推進キャンペーン」での普及拡大
(2) キャッシュレス納付の推進
令和 4 年度、 足立納貯連では、 従来の口座振替納税制

度を利用した納付に加え、ダイレクト納付やインタ ー
ネットバンキングからの納付、 クレジットカー ドによる 
納付、 スマートフォンの決済アプリによる納付など、 多様
なキャッシュレス納付の普及・拡大に向けた PR 活動に
積極的に取り組んでいく。

(3) 正しい税知識の普及と納税道義の高揚
税に対する良き理解者、 協力者の拡大を図るため、 ニー

ズに応じた正しい税知識の普及と納税思想の高揚等の啓
発活動を積極的に展開する。

・会報「足立納貯連だより」の発行
年 2 回発行予定 (9 月、 1 月）
・組合長会議の開催
年 2 回開催予定 (8 月、 1 月）
「税を考える習慣」行事への参加 (1 1 月）
税務研修会、 税務署長を囲む座談会の開催等
(4) 租税教育活動の推進
少子高齢化社会の到来に鑑み、時代を担う青少年に対

する租税教育の重要性は、 一段と高くなっており、従来
から当連合会が最重要事業として取り組んでいる、 中学
生に対する「税についての作文」の募集活動を積極的に
推進する。

優秀作文の表彰式の実施及び展示並びに作文集の作成
配付

(5) 組織の活性化と財政基盤の確立
充実した納税貯蓄組合活動を推進するためには、組織

の活性化と財政基盤の確立が極めて重要であることから、
役員相互の連携を深め指導体制の強化に努めるほか、組
合員の増強と自主財源収入の安定的確保を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P ６へ続く）
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足立税務署新任署長及び
幹部との名刺交換会

第１回常任理事会および組合長会議開催される

令和４年７月２０日（水）午前１０時より足立税務署
共用会議室にて行われた。

八木澤会長の挨拶に引き続き、新任の松井史浩署長よ
り、次のようなご挨拶がありました。

足立納税貯蓄組合連合会の役員の方々には、税務行政
の根幹の一つであります期限内納税の推進に積極的に取
り組んでいただき、特に金融機関と連携を図り、他の模
範となるべき消費税積立預金等の商品化等により、滞納
未然防止に多大な貢献をいただいております。

また、中学生の「税についての作文」募集事業につき
ましては、次代を担う中学生の納税道義の高揚を目的と
した非常に重要な事業であり、皆様方の租税教育に対す
る熱心な取組により、昨年度も足立税務署管内１９の中
学校から多数の応募があり、今後においても、皆様方と
力を合わせて作文募集事業の拡大に取り組んでまいりた
いと考えております。

そして、昨年は、キャッシュレス納付の一層の普及に
向けて、貴連合会におかれましても、キャッシュレス納
付共同推進宣言をしていただきました。国税の納付は、
金融機関や税務署等の窓口に行く必要がない、非対面の

「キャッシュレス納付」が大変便利になっておりますので、
当署といたしましても、さまざまな機会をとらえ、引き
続き周知、広報を行うとともに、貴連合会と緊密に連携し、
キャッシュレス納付の利用推進を行ってまいります。

そしてこれからも納連の皆様の協力をご依頼されました。
続いて、参加者全員と名刺交換をしました。

⑶足立税務署納税表彰式未定となりました。④その他
　青年部・税理士部会、女性部会は中止。⑤東総連城東
地区協議会未定。⑥１１月下旬以降、一日税務署長体験
（中学生税についての作文優秀受賞者による）未定。
３、各税務機関からの連絡事項がありました。

中学生の
   「税についての作文」
                 　審査会開催予定
令和４年９月 16日（金）足立税務署４階共用会

議室にて開催予定。

７月２０日（水）、足立税務署２階大会議室において、
今年度第 1回常任理事会並びに組合長会議が行われ、第
65回定時総会の報告及び今年度の行事予定につき、次の
ように決定いたしました。
八木澤会長の挨拶に続き、以下の通り議事に入りまし
た。
議　事
１、一般議事事業経過報告などは議事録参照
２、今後の主な行事
①中学生の「税についての作文」審議及び表彰について・
審査会を９月１６日（金）、優秀作品表彰式　今年は未定。②
あだち区民まつり・今年は未定。③「税を考える週間」
行事
⑴署長を囲む座談会未定、⑵合同税務研修会未定。

（P ５から続く）
・納税貯蓄組合未組織団体などへの加入勧奨
・組合員名簿の作成
・納税貯蓄組合賛助会員の拡充
・納貯共済保険の加入拡充
・新規会員の加入勧奨
(6) 青年部・女性部等の増強と充実
今後の納税貯蓄組合を維持、発展させていくためには、

事業活動の中核となる 青年部・女性部員の増強と自主的
活動を推進していくことが極めて重要である。

この認識のもと、 バス研修旅行や趣味等を通じた組織の
拡大に向けて、当連合 会の活力源である両部の増強と充
実に引き続き努める

・定例役員会の開催
・部員相互の親睦を図るためのバス研修旅行等の実施
• 各種事業実施時における部員の加入拡大
• 新規会員の加入勧奨
(7) e-Ta x ·eLTAX 及び電子納税制度の普及推進
政府を挙げて取り組んでいる電子申告・納税制度の普

及のため、事業活動を通 じ推進 •PR に努める。
•e -Tax ヽ eLTAX 及び電子納税制度の普及推進事業の展

開
•e-Ta x、eLTAX 及び電子納税制度についての研修会の

実施あだち区民まつり等での e ....:....Tax 及び eLTAX の PR
活動の展開

(8) 関係機関及び友誼団体との連携協調
各税務機関の指導を仰ぎつつ、上部団体や他の税務関

係団体と常に連携を保持 し、特に金融機関に対しては一
層の協調体制の確立に努める。

・税務当局との懇談会等の開催、出席
・城東地区協議会への出席
・金融機関との打合せ会の開催
・友誼団体との会合における積極的な意見交換
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【【概概要要】】 

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を 

受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を税制面で支援します。 

軽軽
減減
措措
置置
のの
対対
象象  

各特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した資産の課税標準の特例措置

について、機械装置・器具備品・構築物などの償却資産、事業用家屋が対象になります。 

対対象象のの固固定定資資産産  要要件件  

償却資産 

下表の対象設備のうち、以下の要件３つを満たすもの 

〇生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年

平均１％以上向上しているもの 

〇生産、販売活動等に直接使用する設備であること 

〇中古資産でないこと 

＜対象設備＞ 

設備の種類 最低取得価格 販売開始時期 

機械及び装置 160万円以上 10年以内 

工具（測定工具・

検査工具） 

30万円以上 ５年以内 

器具及び備品 30万円以上 ６年以内 

建物附属設備※ 60万円以上 14年以内 

構築物 120万円以上 14年以内 

 ※償却資産として課税されているものに限る。 

事業用家屋 

○取得価額が 120万円以上であること  

○生産、販売活動等に直接供する家屋であること  

○取得価額の合計額が 300万円以上の先端設備等を稼働させ

るために取得されたものであること 

〇新築であること 
 

適適
用用
期期
間間  

○償却資産（構築物を除く）は、平成 30年６月６日から令和５年３月 31日までに取得した

資産が特例対象となります。 

○事業用家屋及び構築物は令和２年４月 30日から令和５年３月 31日までに取得した資産が特例

対象となります。 

特特
例例
率率  

０以上２分の１以下の範囲内において都税条例で定める割合となります。 

※東京都（23区）は特例割合ゼロです。 

申申
告告
方方
法法  

東京都主税局ＨＰをご覧ください。 

 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/seisanseikoujou-tokurei.html 

そそ
のの
他他  

先端設備等導入計画の認定申請については、各区役所へお問い合わせください。 

詳しくは、主税局ＨＰをご覧ください。 

【お問合せ先】資産が所在する区にある都税事務所 

（償却資産については償却資産班、事業用家屋については固定資産税班） 

 

主税局 生産性革命 検索 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/
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和食館
ぐ　れ ー   ぷ

大小宴会承ります（年中無休）
葡萄
東京都足立区谷中２－７－１富澤ビル２F
TEL.０３（３６２０）１２７２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○○ がが実実現現‼‼          

事事前前にに登登録録ししたた金金融融機機関関口口座座かからら

指指定定ししたた期期日日にに税税額額をを引引きき落落ととすす

ここととががででききるる納納税税方方法法でですす。。 

○○ のの自自治治体体にに 電電子子納納税税‼‼

個個人人住住民民税税（（特特別別徴徴収収分分））やや法法人人二二

税税ななどどがが複複数数のの地地方方公公共共団団体体にに対対しし

てて、、一一度度のの操操作作でで電電子子的的にに納納税税でできき

まますす。。 

税税理理士士のの方方ななどど代代理理人人にによよるる

納納税税手手続続ががででききまますす‼‼ 
納納税税事事務務のの負負担担がが軽軽減減さされれまますす‼‼ 

詳詳ししくくははホホーームムペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。

hhttttppss::////wwwwww..eellttaaxx..llttaa..ggoo..jjpp 

エエルルタタッッククスス エルレンジャー 
eLTAXイメージキャラクター 

　　　



令和４年 9月 30日第 154 号（　　） 足 立 納 貯 連 だ よ り　12

☆☆区区民民税税((普普通通徴徴収収))のの納納付付ににはは口口座座振振替替ををごご利利用用くくだだささいい☆☆
普通徴収の特別区民税・都民税の納付を口座振替にしてみませんか。 

口座振替にしますと、ウッカリした納め忘れがなく、忙しい時にも便利で安心です。も

ちろん、ゆうちょ銀行も利用できます。組合員の皆様、ぜひご近所の方にも口座振替をお

勧めください。 

なお、特別徴収の特別区民税・都民税と軽自動車税（種別割）は、口座振替の対象外で

す。 

◎申し込み方法

預(貯)金通帳、通帳の印鑑、納税通知書または納付書をお持ちください。

◎申し込み先

預(貯)金口座のある区内の金融機関、区役所納税課、各区民事務所の窓口

※ 預(貯)金口座のある区外の金融機関や郵送でのお手続きを希望される方は、下記問

合せ先までご連絡ください。

◎申込受付日と振替開始月

申申  込込  日日  振振  替替  開開  始始  月月  振振  替替  日日  

１１２２月月１１２２日日ままでで  １１月月（（第第４４期期分分））  １１月月３３１１日日  

※ 令和４年度第１期分、第２期分、第３期分、１年前納分の受付は終了しました。

【【問問合合せせ先先】】  納納税税課課収収納納管管理理係係  TTEELL  ３３８８８８００－－５５２２３３８８

耳耳よよりり情情報報  特特別別徴徴収収のの区区民民税税のの納納付付ににはは「「共共通通納納税税シシスステテムム」」がが利利用用ででききまますす！！ 

特別徴収の特別区民税・都民税の納付方法として、令和元年 10 月から eLTAX を活用した納

税システム「共通納税システム」が全国の自治体で稼働しています。 

 詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧いただくか、お電話でお問合せください。 

・ホームページ https://www.eltax.lta.go.jp

・電話 ０５７０-０８１４５９ 又は ０３-５５２１-００１９

☆☆復復興興税税（（特特別別区区民民税税・・都都民民税税のの均均等等割割額額のの増増額額））☆☆
国の法律を受け、平成２６年度から令和５年度までの１０年間、区内の防災機能の向上

を図るため、特別区民税と都民税の均等割額をそれぞれ年間５００円増額しています。こ

の復興税を財源とする、橋の補強、公園への防災対策設備の設置、建築物耐震化促進など

の区内の防災や減災のための事業は、平成２４年度から平成２７年度にかけて先行して実

施しています。 

【【問問合合せせ先先】】  課課税税課課庶庶務務係係  TTEELL  ３３８８８８００－－５５８８４４７７  



令和４年 9月 30日 第 154 号（　　）足 立 納 貯 連 だ よ り 13

株式会社 荒井商店
代表取締役 荒井正行
〒121-0061
足立区花畑２－１３－３４
TEL.03-3883-4503
FAX.03-3850-0660

緩衝材の加工・販売

☆☆軽軽自自動動車車税税（（種種別別割割））のの納納税税とと届届出出☆☆
軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在、軽自動車やバイクを所有している方が納

める税金です。納期限は、５月３１日でしたが、納税がまだお済みでない方はお早めに銀

行・郵便局・コンビニエンスストア・区役所・各区民事務所でお納めください。 

【【問問合合せせ先先】】  

納納税税ににつついいててはは        納納税税課課滞滞納納整整理理第第一一係係  TTEELL  ３３８８８８００－－５５２２３３６６  

廃廃車車等等のの届届出出ににつついいててはは  課課税税課課軽軽自自動動車車税税係係  TTEELL  ３３８８８８００－－５５８８４４８８  

※ 登録・変更手続きと問合せ先は、下の表のとおりです。

車 種 登録・変更手続きと問合せ先 

原動機付自転車(排気量１２５㏄以下のバイク) 
小型特殊自動車(フォークリフト等)・ミニカー 

足立区中央本町１－１７－１ 
課税課軽自動車税係 TEL ３８８０－５８４８(直通) 

軽二輪車(排気量１２５㏄超～２５０㏄以下のバイク) 
二輪の小型自動車(排気量２５０㏄超のバイク) 

足立区南花畑５－１２－１ 
東京運輸支局足立自動車検査登録事務所 
(足立車検場) TEL ０５０－５５４０－２０３１ 

軽四(三)輪自動車 足立区宮城 1－２４－２０ 
軽自動車検査協会足立支所 TEL ０５０－３８１６－３１０２ 

☆☆特特別別徴徴収収義義務務者者のの皆皆様様へへ☆☆

  個個人人住住民民税税のの特特別別徴徴収収ににごご協協力力くくだだささいい！！  

特特別別徴徴収収ととはは  
事業主（給与支払者）が従業員（納税者）に代わり毎月の給与から

個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。 
東京都６２区市町村では、原則すべての事業者を特別徴収義務者に

指定しています！ 

特別徴収義務者に指定された事業者へは 

特特別別徴徴収収税税額額通通知知書書ををおお届届けけししてていいまますす。。  
特特別別徴徴収収のの事事務務運運用用ををよよろろししくくおお願願いいししまますす。。

税額通知書の見方については、足立区公式ホームページをご参照ください。 

https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/tokutyouzeituu-mikata.html

○ 給与から差し引いた住民税は、翌月１０日までに納入をお願いします。
（納期限が土曜・日曜・祝日等の場合は翌金融機関営業日）

○ 変更の特別徴収税額通知書が届いたら給与からの差引金額を変更してください。

○ 特特別別徴徴収収対対象象のの従従業業員員がが退退職職やや休休職職ななどどにによよりり給給与与のの支支払払いいをを受受けけななくくななっったたとときき
はは、、「「給給与与所所得得者者異異動動届届出出書書」」をを速速ややかかにに提提出出ししててくくだだささいい。。（翌月１０日までの提出
が法令で定められています。）※「給与所得者異動届出書」は「特別徴収税額通知書」に同封の「特

別徴収のしおり」の中にあります。足立区公式ホームページからダウンロードすることもできます。

【【問問合合せせ先先】】 課課税税課課課課税税第第一一係係～～課課税税第第四四係係  

TTEELL  ３３８８８８００－－５５４４１１８８、、３３８８８８００－－５５２２３３００・・５５２２３３１１・・５５２２３３２２ 

個人住民税 
ＰＲキャラクター 

ぜいきりん 
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税理士・行政書士 坂本  恭正

坂本税理士事務所

〒120-0034　足立区千住２丁目 32
TEL.03-3870-7328 FAX.03-3870-7316

税理士 福 井  英 泰

福井税理士事務所

〒120-0037　足立区千住河原町 8-10
TEL.03-3881-9839 FAX.03-3881-7998

税理士 諸 我  時 夫
もろが会計事務所

〒120-0035　足立区千住中居町 18-６
　　　　　　　マンション釜鳴３０２号

税理士 八木澤  秀夫
〒120-0014 足立区西綾瀬２-１８－15
TEL.03-3849-7141 FAX.03-3880-2940

税理士 若 林 俊 之
若林税理士事務所

〒120-0044 足立区千住中居町 18-10
  　　　　　  野中ビル４Ｂ
TEL.03-3870-1486 FAX.03-3870-1496

税理士 小早川 徹也

小早川会計事務所

〒120-0026　足立区千住旭町 25-５
TEL.03-3888-3686 FAX.03-3879-5467

税理士・行政書士 芝野 浩一

芝野税理士事務所

〒120-0034　足立区千住 3-37 - 7
TEL.03-5244-6577 FAX.03-5244-6578

税理士 村岡 喜一郎

村岡税理士事務所

〒120-0035　足立区千住中居町 30-８
TEL.03-3879-0004 FAX.03-5244-7570

税理士 原 島 正 光
原島正光税理士事務所

〒120-0034 足立区千住３丁目５番
　　　　　　　　　第 2 小寺ビル６Ｆ
TEL.03-3879-8832 FAX.03-3879-6476

税理士 櫻 　   富  夫

櫻会計事務所

〒120-0005　足立区綾瀬 3-27 - 3
TEL.03-3606-3552 FAX.03-3606-1723
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消費税の納税準備はあだちせいわで

消費税
納税

金定期積

ご契約者さま専用の
「消費税納税融資」

を利用可能
＊審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

経営の改善、経営課題の解決等のお役にたてていただく

『あだちせいわ経営情報リポート』
を126種類ご用意しております。店頭表示金利
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。
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８ 月 ８ 日 に 閉 幕 し た 東 京 五 輪

２０２０。

７月２３日の開会式前には、開催

をめぐって大丈夫なのか？と不安に

思っていました。

　１年間延期となっての開催、しか

も、コロナも未だ終息せずワクチン

接種も思うように進まず緊急事態宣

言が発令されるという状況のなかで

の開催でした。

　直前に無観客での開催となり、選手のモチベー

ションはどうなるかと思っていましたが、日が

進むにつれて日本人選手の目覚ましい活躍に驚

かされました。

柔道・体操・水泳・卓球などなど、日本人選手

は５８個のメダルと入賞多数という過去最高の

副会長・篠木公代

今年は 6 月後半から暑さ

が厳しくなり熱中症の危険

が増す中、新型コロナウイ

ルス感染症のあらたな変異

株により感染が拡大し収束

の兆しがみえません。

さらに物価も上昇し日々の生活に

おいても不安な毎日です。

私が納税組合に入ったのは、 小林

元会長さんの時でした。

右も左もわからない事ばかりで帳

面のつけ方から始め、 確

定申告の書き方なども教

えていただきました。

そ の 後 八 木 澤 会 長 さ

んになり、 またあらたに

色々な事を学ばせていた

だきました。

これからも新しい署長さん、 八木

澤会長さんのもとで勉強させてい

ただけることを心から感謝してお

ります。


